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化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画 

（第９次）【案】 

 

 

 

 

１ 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画 

  令和元年度を目標年度とした第８次水質総量削減においては、化学的酸素

要求量（COD）、窒素含有量及びりん含有量の削減目標量を達成することがで

きたものの、近年では、伊勢湾内の漁獲量の減少に伴い、海域の豊かさの重

要性が指摘されるようになっています。そのため、今後は良好な水環境の保

全と豊かな生物生産性・生物多様性が両立した、「きれいで豊かな海」の実現

を目指す取組が必要と考えられます。 

令和６年度を目標年度とする第９次水質総量削減の実施にあたっては、これ

らの状況を踏まえ、従来の汚濁負荷量の「総量規制」から、海域の状況に応じ

た総合的な「水環境管理」への考え方の転換という新たな方向性を導入し、別

添のとおり、『第９次計画【案】』を取りまとめました。 

 

２ 水質総量削減制度 

  水質総量削減制度は、東京湾や伊勢湾等の人口、産業の集中等により汚濁

が著しい広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するための制度であり、昭和

53年の「水質汚濁防止法」の改正により導入されました。 

この制度においては、環境大臣が、化学的酸素要求量（COD）、窒素及びりん

の削減目標量、目標年度等を総量削減基本方針として定め、これに基づき、

関係都府県知事が、削減目標量を達成するための総量削減計画を定めること

とされています。 
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３ 計画（案）における削減目標量及び目標達成のための取組等 

第９次水質総量削減計画（案）では、栄養塩類の減少による生物生産性の低

下を改善するための各種取組を実施していくこととしており、「きれいで豊か

な海」の実現に向けて、窒素及びりんの削減目標量を次のとおり見直していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、計画の目標を達成するため、多様な主体との連携のもと、主に次のよ

うな取組を推進していきます。 

 

（i）下水処理場の栄養塩類管理運転の試行とその効果の検証 

公的機関が管理する下水処理場において、窒素及びりんを基準の範囲内でで

きるだけ多く排出するなどの栄養塩類管理運転を試行し、その効果については、

環境部局、水産部局及び下水道部局の連携のもと、調査検証を行います。 

（ⅱ）藻場、干潟及び浅場の保全･再生等の推進 

海域の栄養塩類を湾内の豊かな生物生産に繋げていくため、藻場、干潟及び

浅場を保全するとともに、再生・創出を推進します。 

水産部局と連携し、定期的に藻場、干潟の分布状況に関する調査を実施する

など、「伊勢・三河湾海域干潟ビジョン」に基づいた取組を計画的に進めます。 
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COD 52 51 49 42 35 29 26 24 [24]

窒素 40 39 31 28 25 23 22 21 [22]

りん 3.7 3.4 3.4 3.0 2.2 1.8 1.7 1.6 [1.7]

COD 286 272 246 221 186 158 141 131 [127]

窒素 185 168 161 143 129 118 110 106 [106]

りん 20.4 18.8 17.3 15.2 10.8 9.0 8.2 8.0 [7.9]
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